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 ○  区民一人ひとりが個性や能力を発揮し、生きがいをもって生活できるよう、社会教育、スポーツ・

レク リエーション、芸術文化の振興など生涯を通じて主体的に学ぶことができる生涯学習社会の

諸条件が整備されたまちを目指します。

【主な分野】
 •  平和、人権、男女平等、国際交流などの分野

 •  生涯学習、地域ぐるみ教育、幼児教育、学校教育などの分野

 •  社会教育、スポーツ振興、図書館、芸術文化などの分野

２　ふれあいと活力のあるまち

【取組の方向】
 ○  住民が自分の住む地域に関心をもち、互いの意見を尊重しながら、地域の問題･課題の解決に向

けて協力し合う、地域の自主性と連帯意識に支えられたまちづくりを進めます。

 ○  地域に住む人、地域で働く人、学ぶ人、活動する人、また、高齢者、障害者や外国人など、様々

な人々が豊かに交流し、多様な地域活動が活発に展開されることにより、豊かなコミュニティづ

くりを通じての住みよい地域社会の形成を目指します。

 ○  にぎわいとふれあいのある商店街と新しい時代を担う地域産業があるまち、人々が生き生きと働

けるまちを目指すとともに、観光資源を有効に活用した魅力あるまちづくりを進めます。また、

安全で安心な消費生活の実現を図ります。

【主な分野】
 •  コミュニティ形成、公益活動、地域交流、多文化共生などの分野

 •  商店街振興、産業振興、雇用、観光まちづくり、消費生活などの分野

３　ともに支え合い　健やかに安心して暮らせるまち

【取組の方向】
 ○  保健、医療、福祉など幅広い視点に立って、安心して子どもを産み育てることができるまち、高

齢者や障害者などが住み慣れた地域で生活を続けることができるまちを目指します。

 ○  保健、医療をはじめ生涯学習、スポーツ、コミュニティ形成など様々な分野の連携を一層図りな

がら、だれもが生涯を通じて健康に生き生きと暮らすことができるまちを目指します。

 ○  ノーマライゼーション※の考え方を基本に、だれもが安全で快適に暮らすことができる人にやさ

しいまちづくりを推進するとともに、区民、事業者、行政の協働により、区民一人ひとりの権利

が守られた地域づくりを進めます。

【主な分野】
 •  健康推進、保健医療、健康危機対応、生活衛生などの分野

 •  地域福祉、地域包括ケア※、介護予防※、福祉のまちづくり、高齢福祉、障害福祉、低所得者支

援などの分野

 •  子育ち支援、子育て支援、青少年育成などの分野
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４　環境に配慮した　安全で快適なまち

【取組の方向】
 ○  良好な住環境と貴重な自然を守り、はぐくむとともに、地域の特性に配慮した市街地の形成や人

にやさしい都市基盤施設の整備などを進め、いつまでも安心して住み続けることができるまちを

目指します。

 ○  地球規模の環境問題に積極的に対応していくため、区民、事業者などの省資源、省エネルギーに

対する理解を図るとともに、ごみ減量、リサイクルを更に推進し、環境への負荷の少ない社会づ

くりを進めます。

 ○  都市環境の整備にあたっては、区民、事業者、行政がそれぞれの立場に応じた役割と責任を果た

していくため、多様な参加と協働のまちづくりを進めます。

【主な分野】
 •  自然環境・みどり、河川環境、都市景観、土地利用、市街地整備、公園等、道路・交通、住宅な

どの分野

 •  防災まちづくり、地域防災、生活安全対策、危機管理などの分野

 •  環境保全、清掃・リサイクル、公害対策などの分野

第３ 基本方針

基本構想には、「あらゆる分野に共通する横断的な手法・手段に関する基本的な方針」との位置づけで

三つの基本方針が掲げられています。基本目標を具体化する施策について、基本方針を踏まえて実現する

ことを目指しているものです。

本計画では、基本構想に基づく第2次の総合計画として、基本目標実現に向けた基本方針の考え方を次

のとおり示し、今後、諸施策を実施する中で方針に沿って具体的に取り組んでいきます。

１　区民と行政の協働によるまちづくりの推進

地方分権※の推進、住民自治の確立、住民参加の高まり、ＮＰＯ※等公益活動の進展、地区政策の

見直しなど本区の置かれた状況を踏まえ、平成12年に策定された基本構想には、基本方針の一つと

して「区民と行政の協働によるまちづくりの推進」が掲げられました。

この方針は「基礎的自治体にとって、住民が地域社会に関心を持ち、自治意識と連帯感を共有し、

互いの意見を尊重しながら、地域の課題やまちづくりに取り組む地域共同体として、コミュニティの

形成は、欠くことのできない基本的な課題」であるとの認識の下に、地域コミュニティ形成の支援を

含めて掲げられた方針でもあります。

方針を踏まえた仕組みづくりとして平成18年に策定した「協働推進方針」では、協働を推進して

いくための「土壌をつくる」観点から、地域のコミュニティ活動を含めた様々な活動が活発に行われ
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る環境づくりの必要性・重要性を示しています。

以上を踏まえ、区は、住民自治の確立に向けて、様々な媒体を活用した行政情報の公表・提供によ

る説明責任を積極的に果たし、公正・透明な開かれた区政の運営と住民参加の更なる充実を図ります。

また、町会・自治会等の地域活動やそれらと連携・協力した住区住民会議によるコミュニティ活動、

ＮＰＯ※等によるテーマごとの公益活動など、様々な活動の活発化と地域課題への取組に向けた連携・

協力を支援し、区民と行政の協働によるまちづくりを進めていきます。

２　男女が平等に共同参画する社会づくりの推進

性別によって差別されたり、固定的な役割を強制されたりすることがなく、男女ともに、自立した

個人として人権が尊重される男女平等社会の実現を目指して、基本構想には「男女が平等に参画する

社会づくりの推進」が基本方針の一つとして掲げられています。

女性も男性も等しく個人の能力を発揮し、家庭、地域、職場など、社会のあらゆる分野の活動に対

等な立場で参画して、ともに責任を分かち合う社会をつくるという考え方は、今後も変わるものでは

ありません。少子高齢化、安全安心、環境対策など地域の様々な新たな課題を解決していく上でも、

男女平等・共同参画の視点をもって施策を実施することが重要です。

本区は、平成14年に「男女が平等に共同参画する社会づくり条例」を制定するとともに、平成16

年には「男女平等・共同参画推進計画」を策定しました。また、条例に基づき「男女平等・共同参画

審議会」と「男女平等・共同参画オンブーズ※」を設置し、推進計画の事業評価等を行い、条例の趣

旨の実現に向け着実に事業を進めてきました。

今後も、生涯学習、まちづくりなど様々な分野の施策を実施していく中で、男女が平等に共同参画

する社会づくりを進めていきます。

３　基礎自治体としての行財政能力の充実

平成12年の基本構想策定と同時に、地方分権※改革、都区制度改革が進展し、区政を取り巻く環

境が大きく変わりました。以降、区には、基礎自治体として、拡大した権限と責任にふさわしい主体

的で個性豊かな区政を展開すること、限りある行政資源の中で、増大し多様化する行政需要にこたえ

つつ区民福祉の向上に努めることが、一層求められるようになってきました。

こうした行財政課題への対応に向けては、区民への説明責任を積極的に果たしながら、今後も財政

構造の健全化と行財政運営基盤の安定化の確立を目指します。

また、時代の変化に伴う新たな行政需要に的確に対応できるよう簡素で効果的・効率的な行政執行

体制を確立するとともに、基礎自治体としての権限と責任にふさわしい区政が展開できるよう組織と

しての政策形成能力の向上を図ります。

さらに、住民の信託に基づく「身近な政府」として主体的な自治体行政の展開ができるよう、国お

よび東京都への働きかけを通じて地方分権※の一層の推進を図っていきます。
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第４ 計画推進の姿勢

本計画は、基本構想に基づく第2次の総合計画としての位置づけを踏まえ、今後10年間に計画を推進

する上で、特に保つことが必要な区の姿勢に関する事項を示すことが必要であると考え、計画推進姿勢と

して第4章の「計画を推進するために」に掲げることとしました。

計画推進姿勢は、基本構想に掲げる「基本方針」に類似した内容を含んでいますが、基本方針を横引き

したものではなく、新たな10年間を展望し、計画に掲げる各種施策の推進に関する行政の姿勢として「連

携・協力の関係」「地域住民の取組」「自治体の運営」の観点から示すことを意図したものです。

計画推進姿勢の基本的な考え方は、次のとおりです。

１　計画推進姿勢の基本的な考え方

「協働」については、地域での多様な活動団体同士の連携・協力も「地域における協働」ととらえ、

「区民と行政の協働」と「活動団体同士の協働」の両者が相まってこそ、本区のまちづくりやコミュ

ニティ形成が発展していくものであるとしました。こうした考え方の下、計画推進姿勢を「協働を基

本とした区政の推進」と「コミュニティ形成を通じた地域課題への取組の推進」の2つに分けて示し

ています。また、「行財政」に関しては、住民に最も身近な自治体として、自らの責任と判断による、

より主体的な自治体行政の展開を可能なものとするため、計画推進姿勢に「身近な政府としての自治

体運営の確立」を掲げています。

なお、第4章「計画を推進するために」は、行政の姿勢を示すものであるため、関連する個別施策

については原則として第2章「基本目標別計画」の関連分野に掲げることとし、行財政分野の施策に

ついては第4章の「身近な政府としての自治体運営の確立」に一括して掲げています。

２　計画推進姿勢の取組方向
（1）協働を基本とした区政の推進

 ○  行政情報の公表や提供などを通じて説明責任を積極的に果たし、開かれた区政運営に努めます。

 ○  政策策定過程の各段階で、多くの区民が主体的にかかわることを目指して、行政への住民参加の

取組を進めます。

 ○  区民の活動全般の活発化に向けた環境づくりを進め、様々な区民の主体的な活動を支援します。

（2）コミュニティ形成を通じた地域課題への取組の推進

 ○  地域での話し合いを通じ、町会・自治会等との関係、住区住民会議の活動の位置づけや役割など

をより明確にしつつ、区が積み重ねてきたコミュニティ形成を基本とした地域社会づくりを更に

進展させます。

 ○  町会・自治会等の活動やそれらと連携・協力した住区住民会議によるコミュニティ活動をはじめ、

各分野で公益的な活動を展開する様々な団体との連携を一層図るなど、地域による主体的な課題



※ ⇒ 用語解説

第１章　計画の意義と役割

─ 28 ─

解決の取組を促進します。

（3）身近な政府としての自治体運営の確立

 ○  自治行政権、自治立法権、自治財政権の更なる拡充に向けて地方分権※を推進し、「完全自治体」

としての「地方政府」の確立を目指します。

 ○  行政の責務として、行財政改革を不断に進め、基礎自治体にふさわしい主体的な行財政運営と財

政構造・財政基盤を確立します。

 ○  新たな行政課題、増え続ける行政ニーズに的確に対応できるよう、効果的・効率的な執行体制を

確立します。

 ○  ＩＣＴ※の積極的な活用による区民サービスの向上を目指し、電子自治体※を推進します。

 ○  未利用地・既存施設の有効活用を図った施策を展開するなど、社会経済状況の変化を踏まえた公

共施設の適正配置を促進します。


